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ア
ジ
ア
の
家
族
法
概
要
（
2
）

小　

川　

富　

之

目
次１

．
は
じ
め
に

２
．
ア
ジ
ア
家
族
法
総
論

（
１
）
全
体
の
ガ
イ
ダ
ン
ス

（
２
）
日
本
に
お
け
る
渉
外
（
家
事
）
事
件
の
状
況

（
３
）
ア
ジ
ア
諸
国
の
法
律
情
報
の
収
集
と
蓄
積

（
４
）
ア
ジ
ア
諸
国
の
法
律
情
報
等
へ
の
ア
ク
セ
ス
お
よ
び
照
会

（
５
）
ア
ジ
ア
家
族
法
研
究
の
特
色

（
６
）
ア
ジ
ア
家
族
法
研
究
の
課
題

３
．
イ
ス
ラ
ム
家
族
法

（
１
）
総
論

① 

宗
教
と
法
と
の
か
か
わ
り

② 

イ
ス
ラ
ム
法
の
基
本
概
念

③ 

イ
ス
ラ
ム
家
族
法
【
以
上
83
号
】
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（
２
）
各
論

① 

イ
ン
ド
家
族
法
【
本
号
】

② 

パ
キ
ス
タ
ン
家
族
法

③ 

他
の
人
的
不
統
一
法
国

４
．
北
東
ア
ジ
ア
家
族
法

（
１
）
ア
ジ
ア
家
族
法
三
国
（
日
本
・
韓
国
・
台
湾
）
会
議

（
２
）
日
本
・
韓
国
・
台
湾
の
共
通
性

（
３
）
中
国
家
族
法

（
４
）
韓
国
の
家
族
法
改
革

５
．
東
南
ア
ジ
ア
家
族
法

（
１
）
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
に
つ
い
て

（
２
）
ベ
ト
ナ
ム
家
族
法

（
３
）
ミ
ャ
ン
マ
ー
家
族
法

（
４
）
タ
イ
家
族
法

６
．
ア
ジ
ア
家
族
法
実
務

（
１
）
フ
ィ
リ
ピ
ン
家
族
法

（
２
）
フ
ィ
リ
ピ
ン
家
族
法
実
務

７
．
ア
ジ
ア
家
族
法
の
全
体
像
と
未
来
像

（
１
）
ア
ジ
ア
太
平
洋
法
律
協
会
（LA

W
A

SIA

）
と
世
界
会
議
「
家
族
法
と
子
ど
も
の
人
権
」
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（
２
）
ア
ジ
ア
家
族
法
の
全
体
像

（
３
）
ア
ジ
ア
諸
国
と
地
域
の
同
性
婚
の
現
状
と
課
題

（
４
）
ア
ジ
ア
諸
国
の
親
子
関
係
に
お
け
る
子
の
最
善
の
利
益

８
．
お
わ
り
に

３
．
イ
ス
ラ
ム
家
族
法

（
2
）
各
論

ア
ジ
ア
の
国
々
の
家
族
法
を
理
解
す
る
に
は
、
宗
教
と
の
か
か
わ
り
の
重
要
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
宗
教
と
家

族
法
の
か
か
わ
り
が
最
も
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
の
が
、イ
ス
ラ
ム
教
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
「
３ 

イ
ス
ラ
ム
家
族
法
（
１
）
総
論
」
と
し

て
、
イ
ス
ラ
ム
法
の
全
体
像
と
、
イ
ス
ラ
ム
法
上
の
家
族
の
問
題
に
つ
い
て
、
婚
姻
お
よ
び
離
婚
を
概
観
し
た
。
続
い
て
、
こ
こ
で
は
、

「
３ 

イ
ス
ラ
ム
家
族
法
（
２
） 

各
論
」
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
法
の
影
響
の
強
い
国
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
家
族
法
に
つ
い
て
個

別
に
検
討
す
る
。

① 

イ
ン
ド
家
族
法

・
は
じ
め
に

イ
ン
ド
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
お
よ
び
中
国
と
の
係
争
地
を
含
む
と
、
約
三
二
八
万
七
．五
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
国
土
を
有
し
、
人
口
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は
約
一
三
億
六
．六
〇
〇
万
人
、
首
都
は
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
、
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ア
族
、
ド
ラ
ビ
ダ
族
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
族
等
の
民
族

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
的
に
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
（
七
九
．八
％
）、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
（
一
四
．二
％
）、
シ
ク
教
徒
（
一
．七
％
）
お

よ
び
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
（
〇
．四
％
）
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
を
信
仰
す
る
人
々
が
生
活
し
て
お
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
二
番
目
に
多
く
、

二
億
三
．六
六
三
万
人
が
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
。

歴
史
的
に
は
、
一
九
四
七
年
に
英
国
か
ら
独
立
し
、
一
九
五
〇
年
に
イ
ン
ド
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
政
治
体
制
は
共
和
制
で
、

二
〇
一
四
年
に
イ
ン
ド
人
民
党
（
Ｂ
Ｊ
Ｐ
）
政
権
が
成
立
し
、
二
〇
一
九
年
に
第
二
次
ナ
レ
ン
ド
ラ
・
モ
デ
ィ
政
権
に
な
り
現
在
に
至
っ

て
い
る
。
国
家
元
首
は
ラ
ー
ム
・
ナ
ー
ト
・
コ
ヴ
ィ
ン
ド
大
統
領
で
、
国
会
は
上
下
院
の
二
院
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
外
務
省

海
外
在
留
邦
人
数
調
査
統
計
に
よ
る
と
、
一
〇
．二
九
四
人
（
二
〇
一
九
年
一
〇
月
現
在
）
の
日
本
人
が
イ
ン
ド
で
生
活
し
て
お
り
、
法
務

省
在
留
外
国
人
統
計
に
よ
る
と
、
四
〇
．二
〇
二
人
（
二
〇
一
九
年
一
二
月
現
在
）
の
イ
ン
ド
人
が
日
本
で
生
活
し
て
い
る
。

イ
ン
ド
の
家
族
法
に
関
し
て
、
重
要
な
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
す
る
宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
毎
に
異
な
る
宗
教
法
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
、
ム
ス
リ
ム
（
イ
ス
ラ
ム
教
徒
）、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
パ
ー
ル
シ
ー
教
徒
（
八
世
紀
に
ム
ス
リ
ム
に
追
わ
れ

て
ペ
ル
シ
ャ
か
ら
移
り
住
ん
だ
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
で
、現
在
は
ム
ン
バ
イ
を
中
心
に
約
一
〇
万
人
が
居
住
し
て
い
る
。）
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ

教
徒
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
す
る
宗
教
法
上
の
家
族
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
徒
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
お

よ
び
シ
ク
教
徒
の
場
合
は
、「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
家
族
法
」
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
イ
ス

ラ
ム
家
族
法
を
中
心
に
扱
う
こ
と
と
す
る
。

・
イ
ン
ド
家
族
法

イ
ン
ド
の
家
族
法
は
、
主
と
し
て
、
宗
教
法
お
よ
び
慣
習
法
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
憲
法
で
は
、
家
族
法
の
対
象
と
さ
れ
る
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分
野
は
競
合
的
立
法
権
限
事
項
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
イ
ン
ド
は
連
邦
国
家
で
あ
り
、
連
邦
お
よ
び
州
の
権
限
に
関
し
て
は
、
連

邦
の
専
権
的
立
法
権
限
事
項
、
州
の
専
権
的
立
法
権
限
事
項
お
よ
び
連
邦
と
州
の
議
会
の
双
方
が
立
法
権
限
を
有
す
る
競
合
的
立
法
権
限

事
項
に
分
け
ら
れ
る
。）。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
は
、
統
一
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
成
文
法
を
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
家

族
法
に
関
す
る
法
律
の
大
部
分
は
連
邦
議
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
で
は
連
邦
制
が
採

用
さ
れ
、
連
邦
政
府
と
州
政
府
が
存
在
す
る
が
、
家
族
法
に
関
し
て
は
、
そ
の
内
容
が
州
毎
に
異
な
る
の
で
は
な
く
、
各
宗
教
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
は
内
部
で
学
派
に
よ
る
違
い
は
あ
る
が
、
宗
教
法
に
関
し
て
は
原
則
と
し
て
連
邦
と
し
て
統
一
さ
れ
た
法
体
系
に
よ
っ
て
支
配
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
。

・
ム
ス
リ
ム
家
族
法

ム
ス
リ
ム
家
族
法
の
大
部
分
は
現
在
で
も
慣
習
法
に
よ
る
が
、成
文
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、一
九
三
七
年
シ
ャ
リ
ー
ア
法
（Shariat 

A
ct, 1937

）、一
九
三
九
年
ム
ス
リ
ム
婚
姻
解
消
法
（D

issolution of M
uslim

 M
arriage A

ct, 1939

）
お
よ
び
一
九
八
六
年
ム
ス
リ
ム

女
性
（
離
婚
に
関
す
る
権
利
保
護
）
法
（M

uslim
 W

om
en 〔Protection of Rights on D

ivorce

〕 A
ct, 1986

）
な
ど
が
あ
る
。

・
婚
姻

ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
、
婚
姻
は
民
事
契
約
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
婚
姻
の
成
立
に
よ
り
夫
婦
間
の
性
的
結
合
と
子
の
生
殖
が
合
法

化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
イ
ス
ラ
ム
法
に
お
け
る
婚
姻
は
、
当
事
者
双
方
が
対
面
し
、
一
方
が
婚
姻
の
申
込
み
を
行
い
、
他
方
が
こ
れ
を

承
諾
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
男
性
二
名
ま
た
は
男
性
一
名
と
女
性
二
名
の
証
人
の
立
ち
合
い
が
必
要
と
さ

れ
る
。



資 料

阪経法論 85（’21. 9）　144

婚
姻
の
成
立
に
際
し
て
は
、
寡
婦
産
（D

ow
er

）
の
額
に
関
し
て
合
意
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
寡
婦
産
の
合
意
が
婚
姻
契

約
の
約
因
（
コ
ン
シ
ダ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
夫
か
ら
妻
に
対
し
て
婚
姻
の
際
に
支
払
わ
れ
る
か
、
ま
た
は
後
日
の
支
払
い
を

約
束
す
る
と
い
う
方
法
で
行
わ
れ
る
。
婚
姻
契
約
の
内
容
は
、
婚
姻
成
立
の
際
の
婚
姻
契
約
書
に
記
載
さ
れ
る
。
婚
姻
の
儀
式
挙
行
に
際

し
て
は
コ
ー
ラ
ン
の
朗
読
が
行
わ
れ
る
。

一
九
三
九
年
ム
ス
リ
ム
婚
姻
解
消
法
で
は
、
婚
姻
お
よ
び
離
婚
の
登
録
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
西
ベ
ン
ガ
ル
、
ア
ッ

サ
ム
お
よ
び
オ
リ
ッ
サ
な
ど
の
州
法
で
は
ム
ス
リ
ム
の
婚
姻
お
よ
び
離
婚
に
つ
い
て
、
登
録
制
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ム
ス
リ
ム
は
同
時
に
四
人
の
妻
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
シ
ー
ア
派
で
は
五
番
目
の
婚
姻
は
重
婚
と
な
り
無
効
と
さ

れ
る
が
、
ス
ン
ナ
派
で
は
、
五
番
目
の
婚
姻
は
無
効
で
は
な
く
、
単
に
取
消
し
の
対
象
と
な
る
だ
け
で
あ
り
、
夫
が
既
存
の
四
人
の
妻
の

う
ち
の
い
ず
れ
か
一
人
以
上
と
離
婚
す
る
こ
と
に
よ
り
、
五
人
目
の
妻
と
の
婚
姻
を
有
効
な
も
の
に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
ス
ラ
ム
法
で
は
、
一
般
に
一
五
歳
で
成
人
と
な
り
、
単
独
で
婚
姻
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
成
人
に
達
し
な
い
者
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
、

婚
姻
後
見
人
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
婚
姻
後
見
人
の
同
意
が
、
詐
欺
ま
た
は
強
迫
に
よ
り
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
が
成

年
に
達
し
た
後
に
、
そ
の
婚
姻
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
「
成
年
選
択
権
（option of puberty

）」
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ム
法
で
は
、
精
神
疾
患
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
婚
姻
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
婚
姻
後
見
人
の
同
意

を
得
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
な
お
、
精
神
疾
患
が
二
年
以
上
継
続
す
る
場
合
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
法
上
の
離
婚
原
因
と
さ
れ
る
。

イ
ン
ド
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ロ
ー
で
は
、
原
則
と
し
て
血
族
、
姻
族
お
よ
び
里
親
子
関
係
に
あ
る
一
定
範
囲
の
近
親
者
間
の
婚
姻
は
無
効

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
お
よ
び
ム
ス
リ
ム
の
慣
習
法
で
は
異
な
る
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
イ

ス
ラ
ム
法
で
は
、
い
と
こ
同
士
の
婚
姻
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
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イ
ス
ラ
ム
法
で
は
、
異
な
る
宗
教
間
の
婚
姻
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。
シ
ー
ア
派
で
は
、
ム
ス
リ
ム
男
性
と
非
ム
ス
リ
ム
女
性
と
の
婚
姻

は
女
性
が
キ
タ
ビ
ア
（
啓
典
の
民
、
つ
ま
り
聖
書
に
由
来
す
る
信
仰
を
有
す
る
者
の
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
お
よ
び
シ

ク
教
徒
が
含
ま
れ
る
。）
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
と
し
て
無
効
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
キ
タ
ビ
ア
女
生
と
の
一
時
婚

（
ム
ト
フ
ァ
婚
）
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
一
時
婚
の
成
立
要
件
と
し
て
、
妻
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
寡
婦
産
の
金
額
お
よ
び
同
居
期
間

の
設
定
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
シ
ー
ア
派
女
性
は
、
非
ム
ス
リ
ム
男
性
と
一
時
婚
を
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ス
ン

ナ
派
で
は
、
ム
ス
リ
ム
男
性
は
非
ム
ス
リ
ム
の
キ
タ
ビ
ア
の
女
性
と
婚
姻
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
パ
ー
ル
シ
ー
教
徒
（
拝
火
教
徒
）
お

よ
び
偶
像
崇
拝
を
す
る
宗
教
の
信
徒
（
例
え
ば
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
）
と
は
婚
姻
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
ス
ン
ナ
派
女
性
は
、

非
ム
ス
リ
ム
男
性
と
の
婚
姻
は
で
き
ず
、
キ
タ
ビ
ア
の
男
性
と
も
婚
姻
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

・
婚
姻
解
消

イ
ン
ド
で
は
、
一
般
に
次
の
四
種
類
の
婚
姻
事
件
上
の
救
済
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
ⅰ
）
婚
姻
無
効
判
決

（
ⅱ
）
同
居
回
復
判
決

（
ⅲ
）
法
定
別
居
判
決

（
ⅳ
）
離
婚
判
決

（
ⅰ
）
婚
姻
無
効
判
決

イ
ン
ド
で
は
、
一
般
に
無
効
な
婚
姻
お
よ
び
取
り
消
し
う
べ
き
婚
姻
に
関
し
て
、
裁
判
所
の
判
決
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
婚
姻
の
と
こ
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ろ
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
重
婚
お
よ
び
婚
姻
禁
止
親
等
に
あ
る
者
の
婚
姻
が
無
効
の
問
題
と
さ
れ
る
。
無
効
な
婚
姻
は
、
当
初
か
ら
何
ら

の
効
果
も
生
じ
ず
、
取
り
消
し
う
べ
き
婚
姻
の
場
合
は
、
取
消
判
決
ま
で
は
有
効
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
裁
判

所
に
訴
え
の
提
起
が
で
き
る
の
は
、
当
事
者
の
み
に
限
ら
れ
て
お
り
、
出
訴
期
間
も
制
限
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
関
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
法
で
は
無
効
（void

）
な
婚
姻
と
不
正
規
（irregular

）
な
婚
姻
に
つ
い
て
の
み
定
め
ら
れ
て
お
り
、

取
り
消
し
う
べ
き
婚
姻
に
つ
い
て
の
定
め
は
無
い
。
不
正
規
な
婚
姻
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
非
ム
ス
リ
ム
と
の
婚
姻
が
、
非
ム
ス
リ
ム
配

偶
者
の
イ
ス
ラ
ム
教
へ
の
改
宗
に
よ
っ
て
有
効
と
さ
れ
る
も
の
や
、
ム
ス
リ
ム
男
性
が
五
人
目
の
妻
と
婚
姻
し
た
後
に
、
既
存
の
四
人
の

う
ち
の
い
ず
れ
か
一
人
以
上
の
妻
と
離
婚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
五
人
目
の
妻
と
の
婚
姻
を
有
効
と
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

（
ⅱ
）
同
居
回
復
判
決

　

イ
ン
ド
の
家
族
法
で
は
、
同
居
回
復
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
所
に
対
し
て
同
居
回
復
を
求
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

（
ａ
）
同
居
回
復
を
請
求
す
る
原
告
の
所
属
す
る
社
会
か
ら
被
告
が
去
っ
た
こ
と
。

（
ｂ
）
合
理
的
理
由
な
く
被
告
が
同
居
を
拒
む
こ
と
。

（
ｃ
）
同
居
回
復
の
請
求
に
お
け
る
原
告
の
陳
述
内
容
が
真
正
で
あ
る
こ
と
。

（
ｄ
）
別
居
の
合
理
的
理
由
に
つ
い
て
の
立
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

同
居
回
復
命
令
は
、
被
告
の
財
産
差
押
え
と
同
時
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
居
回
復
を
命
じ
る
判
決
か
ら
一
年
以
内
に
同
居
を

回
復
し
な
い
場
合
に
は
、
離
婚
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
同
居
回
復
に
関
す
る
規
定
は
、
破
綻
主
義
離
婚
法
の
考
え
方
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
夫
婦
関
係
の
和
合
調
停
の
試
み
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
不
調
に
終
わ
っ
た
場
合
に
は
、
現
実
に
は
同
居
の
回
復
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
形
骸
化
し
た
法
律

上
の
夫
婦
関
係
を
維
持
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

同
居
回
復
請
求
に
関
す
る
問
題
は
、
例
え
ば
夫
婦
の
双
方
が
異
な
る
場
所
で
就
業
し
、
仕
事
の
た
め
に
離
れ
た
場
所
で
生
活
せ
ざ
る
を

得
な
い
場
合
に
も
生
じ
る
。
イ
ン
ド
最
高
法
院
の
判
例
で
は
、夫
が
自
分
自
身
の
た
め
に
住
所
と
定
め
た
場
所
が
婚
姻
生
活
の
場
で
あ
り
、

妻
は
そ
こ
に
同
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
妻
が
別
居
す
る
場
合
に
は
、
夫
の
所
属
社
会
か
ら
去
っ
た
も
の
と
み
な
す
と
い
う
見
解
が
示
さ

れ
て
い
る
（
コ
ウ
ル
対
シ
ン
事
件
〔T

irath K
aur v. K

ripal Singh A
IR 1964 Punj 28

〕、
ス
リ
ン
ダ
ー
対
グ
ル
デ
ィ
ー
プ
事
件

〔Surinder v. Gurdeep A
IR 1973 P&

H
 134; Gaya v. Bhagw

ati A
IR 1960 M

P212

〕）。
ま
た
、
高
等
法
院
判
決
の
中
に
は
、
最

高
法
院
の
判
決
と
は
異
な
る
立
場
を
採
用
す
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
妻
が
週
末
や
休
暇
中
な
ど
、
そ
の
環
境
が
許
す
限
り
夫
と
会
い
、

夫
と
の
同
居
を
望
ん
で
い
る
限
り
は
、
そ
の
仕
事
を
辞
職
し
て
夫
と
同
居
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
と
い
う
事
実
の
み
に
よ
っ
て
、
妻
が
夫
の

所
属
社
会
を
去
っ
た
と
は
み
な
さ
な
い
と
判
断
し
た
も
の
も
あ
る
（
シ
ャ
ン
テ
ィ
対
ラ
メ
ー
シ
ュ
事
件
〔Shanti v. Ram

esh 1975 A
ll 

LJ 63

〕、ラ
ー
ダ
ー
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
対
ダ
ー
ナ
ラ
ク
シ
ュ
ミ
ー
事
件
〔Radhakrishnan v. D

hanalakshm
i A

IR 1975 M
ad 33

〕
他
多

数
）。
こ
の
よ
う
に
、
同
居
回
復
請
求
に
関
し
て
は
、
妻
の
側
の
問
題
に
つ
い
て
裁
判
所
の
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、

離
婚
と
の
関
係
で
、
ム
ス
リ
ム
に
は
異
な
る
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
ⅲ
）
法
定
別
居
判
決

イ
ン
ド
婚
姻
事
件
法
で
は
、
婚
姻
自
体
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
同
居
を
解
消
す
る
法
定
別
居
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

関
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
法
で
は
、
夫
婦
が
別
居
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
合
法
的
に
別
居
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
ⅳ
）
離
婚
判
決

　

イ
ン
ド
婚
姻
事
件
法
で
は
、
次
の
四
種
類
の
離
婚
を
認
め
て
い
る
。

（
ａ
）
同
意
主
義

（
ｂ
）
有
責
主
義

（
ｃ
）
破
綻
主
義

（
ｄ
）
タ
ラ
ー
ク

（
ａ
）
同
意
主
義

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
婚
姻
法
、
特
別
婚
姻
法
、
パ
ー
ル
シ
ー
教
徒
婚
姻
離
婚
法
お
よ
び
イ
ン
ド
離
婚
法
で
は
、
同
意
に
よ
る
離
婚
制
度
が

採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ム
ス
リ
ム
に
は
、
こ
れ
ら
の
法
律
が
適
用
さ
れ
な
い
。

イ
ス
ラ
ム
法
で
の
同
意
に
よ
る
離
婚
は
、身
請
離
婚
（K

hula

）
ま
た
は
ム
バ
ー
ラ
ア
（M

ubbarrat

）
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
こ

と
に
な
る
。
身
請
離
婚
は
、
妻
が
夫
に
対
し
て
自
分
の
所
有
す
る
何
ら
か
の
財
産
的
価
値
の
あ
る
も
の
（
例
え
ば
寡
婦
産
請
求
権
）
を
対

価
と
し
て
提
供
す
る
と
い
う
条
件
で
離
婚
を
請
求
し
、
夫
が
こ
れ
に
合
意
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
離
婚
で
あ
る
。
ム
バ
ー
ラ
ア
は
、
イ
ス

ラ
ム
法
で
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
合
意
に
基
づ
く
離
婚
で
、
い
ず
れ
の
当
事
者
か
ら
で
も
離
婚
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の

場
合
妻
は
寡
婦
産
請
求
権
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ｂ
）
有
責
主
義

イ
ン
ド
で
は
、
一
般
に
、
不
貞
行
為
、
遺
棄
、
虐
待
、
精
神
病
、
ラ
イ
病
、
性
病
、
改
宗
ま
た
は
背
教
、
死
亡
の
推
定
、
禁
錮
お
よ
び
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出
家
が
離
婚
請
求
原
因
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
ム
ス
リ
ム
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
は
、
遺
棄
と
の
関
連
で
、
三
年
以

上
に
わ
た
っ
て
夫
が
婚
姻
上
の
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合
に
妻
か
ら
の
離
婚
請
求
を
認
め
て
い
る
。
精
神
病
に
関
し
て
は
二
年
以
上
の
精

神
疾
患
が
離
婚
請
求
原
因
と
な
る
。
禁
錮
に
関
し
て
は
、
一
九
八
六
年
ム
ス
リ
ム
女
性
（
離
婚
に
関
す
る
権
利
保
護
）
法
で
、
七
年
以
上

の
禁
錮
が
離
婚
請
求
原
因
と
さ
れ
て
い
る
。

（
ｃ
）
破
綻
主
義

破
綻
主
義
に
関
し
て
は
、
一
般
に
は
同
居
回
復
命
令
ま
た
は
法
定
別
居
判
決
の
後
、
一
年
間
同
居
が
回
復
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
い
ず

れ
の
当
事
者
か
ら
も
離
婚
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ム
ス
リ
ム
に
関
し
て
こ
れ
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

（
ｄ
）
タ
ラ
ー
ク

タ
ラ
ー
ク
離
婚
は
、
ム
ス
リ
ム
特
有
の
も
の
で
、「
タ
ラ
ー
ク
」
自
体
が
「
離
婚
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
タ
ラ
ー
ク
宣
言
の
権
利

は
夫
の
み
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
妻
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
イ
ス
ラ
ム
法
で
は
自
由
な
意
思
で
、
妻
に
対
し
て
、
何
ら
の
理
由
を
示
す

こ
と
な
く
離
婚
す
る
裁
量
権
を
夫
に
与
え
て
い
る
。「
タ
ラ
ー
ク
」
に
よ
り
、夫
は
裁
判
所
の
介
在
な
く
一
方
的
に
離
婚
で
き
る
の
に
対
し

て
、
妻
に
は
夫
の
「
タ
ラ
ー
ク
」
に
対
す
る
救
済
は
何
ら
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

夫
か
ら
の
タ
ラ
ー
ク
宣
言
に
よ
る
離
婚
に
は
、
三
つ
の
方
法
が
あ
る
。
第
一
と
し
て
、
非
月
経
期
間
（tuhr

、
清
浄
）
つ
ま
り
月
経
期

間
の
狭
間
に
「
タ
ラ
ー
ク
」
を
宣
言
す
る
方
法
が
あ
る
。
こ
の
宣
言
の
際
に
、
妻
本
人
の
立
ち
合
い
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
宣
言

が
な
さ
れ
た
場
合
、
待
期
期
間
（iddat

）
で
あ
る
三
回
の
月
経
期
間
の
経
過
後
に
、
婚
姻
が
解
消
さ
れ
る
。
イ
ス
ラ
ム
法
で
は
、
こ
の

「
タ
ラ
ー
ク
」
に
よ
る
離
婚
が
最
も
適
正
な
離
婚
方
法
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
と
し
て
、
夫
が
最
初
の
「
タ
ラ
ー
ク
」
を
非
月
経
期
間
中
に
宣
言
し
、
次
回
の
非
月
経
期
間
中
に
二
度
目
の
「
タ
ラ
ー
ク
」
を
宣

言
し
、
次
い
で
、
三
回
目
の
非
月
経
期
間
中
に
三
度
目
の
「
タ
ラ
ー
ク
」
を
宣
言
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
婚
姻
は
三
度

目
の
タ
ラ
ー
ク
宣
言
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
。

第
三
と
し
て
、
夫
が
一
度
に
「
タ
ラ
ー
ク
、
タ
ラ
ー
ク
、
タ
ラ
ー
ク
」
と
三
回
続
け
て
宣
言
を
行
う
方
法
で
、
三
回
目
の
タ
ラ
ー
ク
宣

言
に
よ
り
、
婚
姻
は
解
消
さ
れ
る
。
第
一
お
よ
び
第
二
の
方
法
は
イ
ス
ラ
ム
法
上
の
適
正
な
婚
姻
解
消
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
第
三
の
方
法

は
イ
ス
ラ
ム
法
上
で
は
推
奨
さ
れ
て
い
な
い
。

・
そ
の
他
（
扶
養
、
後
見
等
）

（
ⅰ
）
扶
養

（
ａ
）
妻

イ
ス
ラ
ム
法
で
は
、
妻
に
財
産
が
あ
り
夫
に
は
財
産
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
夫
は
妻
を
扶
養
す
る
義
務
を
負
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
夫
の
扶
養
義
務
は
、
妻
が
夫
に
対
し
て
忠
実
で
あ
り
、
夫
の
合
理
的
理
由
の
あ
る
命
令
に
対
し
て
従
順
で
あ
る
場
合
に
限
り
認
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
夫
の
暴
力
や
妾
の
存
在
な
ど
が
あ
る
場
合
に
は
、
妻
が
夫
を
拒
絶
し
て
も
、
夫
に
対
す
る
扶
養
請
求
権
を

喪
失
し
な
い
。
ま
た
、
妻
は
、
婚
姻
前
の
契
約
で
定
め
た
場
合
に
限
り
、
独
立
し
た
居
所
を
持
つ
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
離
婚
し
た
場
合

で
あ
っ
て
も
、
離
婚
後
の
三
回
の
月
経
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間
ま
た
は
三
ヶ
月
間
の
待
期
期
間
も
し
く
は
妻
が
妊
娠
中
の
場
合
に

は
そ
の
出
産
ま
で
の
期
間
は
、
夫
か
ら
の
扶
養
を
受
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
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（
ｂ
）
子

父
親
は
、
息
子
が
成
人
に
達
す
る
ま
で
、
娘
が
婚
姻
す
る
ま
で
の
間
は
、
主
た
る
扶
養
義
務
者
と
し
て
の
責
任
を
負
う
。
子
が
母
親
に

養
育
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、
父
母
の
離
婚
後
で
あ
っ
て
も
父
親
は
こ
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

（
ｃ
）
直
系
尊
属

イ
ス
ラ
ム
法
で
は
原
則
と
し
て
、
生
活
に
困
窮
し
た
父
母
等
の
直
系
尊
属
を
扶
養
す
る
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
絶
対
的
な

義
務
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
扶
養
の
責
任
に
関
し
て
は
、
父
母
等
の
直
系
尊
属
が
改
宗
し
て
ム
ス
リ
ム
で
な
く
な
っ
た
と
し

て
も
継
続
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

（
ⅱ
）
後
見

後
見
に
関
し
て
は
、
シ
ー
ア
派
も
ス
ン
ナ
派
も
、
同
様
に
父
が
嫡
出
子
の
自
然
後
見
人
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て

は
、
子
が
母
に
養
育
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
同
様
で
、
自
然
後
見
人
は
父
だ
け
で
あ
り
、
父
が
死
亡
し
て
も
、
母
は
嫡
出
子
の
自
然
後
見

人
に
就
任
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
父
の
死
亡
後
の
後
見
に
関
し
て
は
、
ス
ン
ナ
派
で
は
父
の
遺
言
執
行
者
に
よ
り
後
見
が
行

わ
れ
、
シ
ー
ア
派
で
は
祖
父
が
後
見
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。
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